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トラック事業の取引環境適正化に向けた関東運輸局の取組み

１

令和４年１１月、関東経済産業局と連名にて、関東商工会議所連合会に
対し、運賃交渉の申し出があった場合には積極的に応じ、燃料費上昇分
も考慮した上で、協議を行って頂くよう、傘下会員等への周知を依頼。

令和４年１２月、トラック事業者と荷主が協議の上、適正な運賃契約の
締結をすることが取引環境の適正化には不可欠との認識のもと、各ト
ラック事業者が経営状況を踏まえて運賃を分析し、荷主との運賃交渉に
臨むよう関東トラック協会あてに、傘下会員への周知を依頼。

荷主団体への対応

トラック事業者団体への対応

令和５年６月、トラック事業者及び荷主企業を対象とし、公正取引委員会・運送事業者・外部講師がそれぞ
れ講演を行い、トラック事業者と荷主企業が協力して持続可能な物流の実現を目的とした「２０２４年問題
対策セミナー」を関東トラック協会と共同主催にて開催。（会場１００人、WEB５００人が参加）

荷主への対応

令和４年５月、燃料サーチャージの導入や標準的な運賃の設定について荷主の
理解と協力を求めるため、関東運輸局、各都県労働局、関東経済産業局の連名
による文書を各都県トラック協会を通じて荷主へ発送（約８，６００者）。
また、令和５年８月、物流２０２４年問題を乗り切るため、トラック事業者

の取引環境改善に向け、荷主の理解と協力を求めることを目的とし、関東農政
局も加わった４局連名による文書を各都県トラック協会を通じて、荷主へ発送
（約９，０００者）。



トラック事業の取引環境適正化に向けた東京運輸支局の取組み

２

令和５年５月２４日、東京労働局及び東京運輸支局は、上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のため、荷主関
係団体及び東京都トラック協会に対し、改正事項並びに取引環境及び長時間労働の改善についてリーフレットの活用の推進を
周知。また荷主等に対し、東京運輸支局においては長時間の荷待ち等、荷主の違反原因が疑われる場合には法に基づく働きか
け・要請等の実施を、東京労働局においては恒常的な荷待ちを発生させないこと等について労働基準監督署による要請等の実
施を周知。
さらに東京運輸支局は、労働基準監督署が事業者あてに開催する働き方改革説明会に参画し、適正運賃の収受に向けた標準

的な運賃の制度概要等の周知活動を実施。



【参考】標準的な運賃に係る届出数

令和５年１０月末の届出率 ３３％

第１３回協議会時点（１９％）及び第１４回協議会
時点（２４％）と比較すると浸透が進んでいるが、
更なる周知が重要

東京都内に主たる事務所を有する事業者：5012者
※霊きゅう自動車のみを使用する事業者を除く

標準的な運賃に係る届出を行った事業者： 1650者
※東京運輸支局管轄事業者に限る（令和５年１０月３１日現在）
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「標準的な運賃」告示制度の周知
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トラック輸送の取引環境改善に向けた取組み

５



トラックＧメンの活動について
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トラックＧメンの「集中監視月間（11月・12月）」における取組と最近の活動実績

○ 国土交通省では、11月・12月を「集中監視月間」と位置づけ、全トラック事業者を対象にした調査結果
などを基に、関係省庁と連携して、悪質な荷主・元請事業者に対し、「要請」「勧告・公表」を行い、監視を
強化。これにより、ドライバーの労働条件の改善や取引適正化に向けた取組の加速化を図る。

全トラック事業者を対象にした
荷主による違反原因行為の

調査
調査の結果を踏まえた
「要請」「勧告・公表」の

集中実施

集中監視月間
〈 11月～12月〉

【悪質な荷主等への監視強化】全トラック事業者を対象にした調査結果（参考１「全トラッ
ク事業者を対象にした調査の概要（速報）」）やこれまで
入手した情報を基に、悪質な荷主等に対し、「要請」「勧告・
公表」を行い、早急な是正を促す。

悪質な荷主等への監視強化

厚生労働省の荷主特別対策担当官や中小企業庁の下請
Gメン等と連携し、荷主やトラック事業者への合同ヒアリング
を実施。

関係行政機関との連携強化

これまでの「要請」事例（参考３「要請事例」）を示しつつ、
プッシュ型情報収集を実施し、全国のトラック事業者や労働
組合、地方適正化事業実施機関からの悪質な荷主等に係
る情報収集を強化。

情報収集の強化

トラックＧメン発足後、貨物自動車運送事業法に基づく措
置として、「働きかけ」166件（前月比+46件）、「要請」
6件（前月比+1件）を実施。（R5.7.21～10.31の実
績）（参考２「働きかけ・要請実施件数（令和５年１０
月末時点）」）、（参考３「要請事例」）

トラックＧメンの活動実績

【関係行政機関との連携強化】
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（参考１）全トラック事業者を対象にした調査の概要（速報）

◆本年９～１０月にかけて、全トラック事業者を対象にした調査結果は、以下のとおり。
〇調査対象事業者数：６３，２５１者
〇回答数：１０，６２９件(Web回答のみ・１事業者から複数回答ある場合含む）

全トラック事業者を対象にした調査により得られた情報とこれまでトラックＧメンが取集した情報

等を照らし合わせた上、悪質な荷主・元請事業者に対し、速やかに法的措置（「働きかけ」「要請」

「勧告・公表」）を発動！

食品（加工品）

20%

飲料品

13%

日用品

10%

金属・金属製品

7%

建材

7%農産品

6%

電気・機械・精密機器

6%

紙・パルプ

5%

化学製品

3%

水産品

3%

自動車

2%

石油製品

2%

繊維工

業品

1%
砂利・砂・石材

1%
その他

14%

違反原因行為ありの回答における輸送物品

（複数回答）

46%

21%

28%

5%

違反原因行為を行っている疑いのある

荷主の分類

発荷主（元請運送事業者は含まない）
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元請運送事業者（利用運送事業者含む）
その他(倉庫事業者等)
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長時間の荷待ち 運賃・料金の不当な据置き
契約にない附帯業務 異常気象時の運送依頼
過積載の指示・容認 その他無理な運送依頼

８



（参考２）働きかけ・要請実施件数（令和５年１０月末時点）

要請：０
働きかけ：４

要請：０
働きかけ：８

要請： ６
働きかけ：１５２

要請：０
働きかけ：１０

要請： １
働きかけ：２４

要請： １
働きかけ：２５

要請：１
働きかけ：５

要請：１
働きかけ：９

要請： ０
働きかけ：１４

要請：０
働きかけ：０

対応内容
荷主・元請

数

要 請 １０

働きかけ ２５１

※本社所在地から、地域別に整理・表示
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（件）

トラックGメンの活動実績
（令和５年７月２１日～１０月３１日）
〇要請：6件（前月比+1件）
８月末:１、９月末:４、10月末:１

〇働きかけ：166件（前月比+46件）
８月末:57、９月末:63、10月末:46

違反原因行為の内訳（重複あり）
・長時間の荷待ち：８件
・契約にない附帯業務：１件
・無理な配送依頼：１件
・過積載の指示：１件
※詳細は（参考３）参照
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（参考３）「要請」事例

番号 違反原因行為 内容 分類 業態 本社所在地
違反原因行為
発生場所

1 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけにより、一旦は長時間の荷待ちは改善されたが、その後、同じ工場において
３時間を超える荷待ちが発生していることが疑われたため、令和４年８月に要請を実施

発荷主 製造業 関東 中部

2 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけにより、一旦は長時間の荷待ちは解消されたが、別の拠点で３～４時間の荷
待ち発生の情報が寄せられたほか、関係省庁にも同種の情報が寄せられたため、令和５年２月に
要請を実施

発着荷主 運輸業，郵便業 関東 関東

3 長時間の荷待ち
関係省庁から、長時間の荷待ちの改善について指摘を受けていたものの、改善がなされず、その
後も３～６時間の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年５月に要請を実施

発荷主 製造業 四国 四国

4 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（到着から荷下ろし開始までに3時間かかったなど）が複数寄せられ、長時間
の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

元請 運輸業，郵便業 関東 関東

5 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（数年前から最大７時間に及ぶ荷待ちが発生など）が複数寄せられ、長時間の
荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

発荷主 サービス業 中部 中部

6 長時間の荷待ち
荷待ちに係る情報（3～5時間の荷待ちが恒常的に発生など）が複数寄せられ、長時間の荷待ちが
発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請を実施

着荷主 卸売業，小売業 中国 近畿、中国

7 長時間の荷待ち
法に基づく働きかけを行った後、荷待ちに係る情報（数時間～１０時間に及ぶ荷待ちが発生な
ど）が複数寄せられ、長時間の荷待ちが発生していることが疑われたため、令和５年９月に要請
を実施

元請
（荷主子会社）

運輸業，郵便業 関東 中部、中国

8
長時間の荷待ち

契約にない附帯業務

荷待ち等に係る情報（日常的に４、５時間の荷待ち発生やラベル貼りをさせられるなど）が複数
寄せられ、長時間の荷待ち及び契約にない附帯業務が発生していることが疑われたため、令和５
年１０月に要請を実施

発荷主 製造業 近畿 関東

9 無理な配送依頼
法に基づく働きかけにより、改善のための取組に着手したものの、引き続き、無理な配送依頼
（出荷遅れの説明なく、翌日配送を強要するなど）が疑われたため、令和５年７月に要請を実施

元請
（荷主子会社）

運輸業，郵便業 関東 関東

10 過積載運行の指示
法に基づく働きかけにより、改善のための取組に着手した矢先、全社レベルでの安全対策に係る
情報共有が不十分であり、他の拠点でも過積載運行の指示が疑われたため、令和４年１１月に要
請を実施

元請 運輸業，郵便業 関東 近畿
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関東運輸局及び東京運輸支局におけるトラックＧメンの取組みについて

11

・令和５年９月から、関東運輸局及び東京運輸支局は紙・パルプを取り扱う複数の運送事業者に対しプッシュ型情報収集を
行った結果、長時間に及ぶ荷待ちや契約にない付帯作業など、複数の違反原因行為を確認。

・令和５年１２月に、関東運輸局は得られた情報を基に、「東京洋紙代理店会」、「東京板紙代理店会」、
「日本洋紙板紙卸商業組合関東ブロック会」、「一般社団法人日本印刷産業連合会」に対し、
長時間の荷待ち・荷役時間の削減、十分なリードタイムの確保、契約にない付帯作業の禁止、異常気象時における輸送の
安全確保などを記載した協力依頼文書及びリーフレットを手交し、傘下会員に対し注意喚起を行うよう働きかけを実施。



東京運輸支局における高校訪問関係

運送事業の運転者は、中高年層に依存した状態であり、若年層・女性の就労者が少な
い状況にある現状を踏まえ、 若年層等に自動車運送事業に対する関心を持ってもら
い、運転者を指向する可能性のある層を少しでも広げることが不可欠であることから、
高等学校等の校長等への説明を通じ、就職活動を控えた高校生等に対し職業としての
運転者に関心や興味を喚起することを目的に平成２７年度から実施している

年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

東京 １１校 １１校 １５校
（コロナのため郵送対応）

１５校 １５校

※東京以外の支局においても、訪問する高校数にはばらつきはあるものの毎年度実施している

＜高校生向け＞ ＜教員向け＞ ＜訪問時＞
支局長自らが高校へ出向き、
校長先生や進路指導の先生に
対して、パンフレットを使用
し運送事業の概要と役割など
について説明している。
なお、パンフレットについて
は、生徒の目につくところに
置いていただくようお願いし
てきている。
（例えば、進路指導室に置い
ていただくなど）
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東京都トラック協会の取組

①「第89回運輸政策セミナー物流効率化のためのトラック自動運転の普及促進にむけて」
令和５年４月の開催を会員に展開（P14）

②「トラック事業の2024年問題対策セミナー」を令和５年６月に関東運輸局と共催（P15）
③「2024年問題対策セミナー」を令和５年７月に開催（P16）
④「トラックGメン」による荷主情報の収集に係る協力依頼を令和５年８月に発出（P17）
⑤「｢2024年問題｣～迫る“物流危機”」冊子を令和５年９月に会員各社へ配布（P18）
⑥「今からでも間に合う！荷主が知っておくべき2024年問題対策」を令和５年１０～１１月に配信（P19）
⑦「解説 トラック運転者の改善基準告示」冊子を令和５年１１月に会員各社へ配布（P20）
⑧「中小トラック運送事業者のためのＩＴ活用セミナー」を令和５年１１月に開催（P21）
⑨貨物集配中の荷さばき駐車対策として令和5年１２月にアンケートを実施
⑩「トラック運送業～労務管理のポイント」を機関紙「東京都トラック時報」に連載 （P22）
⑪「2024年問題」セミナーを令和５年１２月及び令和６年１月に開催予定（P23）
⑫「労務講習会」を令和６年２月に４回開催予定
⑬社労士による労務相談窓口の開設
⑭「2024年問題研修会」を令和６年１月に開催予定【葛飾支部】（P24）
⑮「36協定等届出書類と労務管理の実務」を全会員に配布予定

①「働きやすい職場のつくり方セミナー」を令和５年７月に開催（P25）
②「運送業のITスキルアップを目指すパソコンセミナー」を令和５年１１月に開催（P26）
③経営者セミナー「町工場の星、諏訪貴子氏に学ぶ新経営改革～中小企業の人材育成・事業承継～」（P27）
④協会ＨＰに求人情報ページを掲載
⑤運転免許取得事業者への助成（P28）
⑥働きやすい職場認証制度取得事業者への助成（P29）
⑦ハローワーク等が企画する企業説明会へ会員事業者を紹介
⑧ハローワーク主催の「トラック業界セミナー」に講師として参加して業界をPR

①「標準的な運賃」活用セミナーを令和５年１１月に開催（P30）
②「標準的な運賃」勉強会の開催 世田谷・大田・足立（２回）

働き方改革関連法案対応に向けた取組

人材確保に向けた取組

標準的な運賃・料金の促進

13



「物流効率化のためのﾄﾗｯｸ自動運転の普及促進に向けて」

14



「トラック事業の2024年問題対策セミナー」

15



「２０２４年問題対策セミナー」

16



「トラックGメン」による荷主情報の収集に係るご協力のお願い

17



「2024年問題」～迫る“物流危機”

18



「今からでも間に合う！荷主が知っておくべき２０２４年問題対策」

19



「解説 トラック運転者の改善基準告示」

20



21

「中小トラック運送事業者のためのIT活用セミナー」



「標準的な運賃」活用セミナー

22



「2024年問題」セミナー

23



「2024年問題研修会」を令和６年１月に開催【葛飾支部】

24



「働きやすい職場のつくり方セミナー」

25



26

「運送業のITスキルアップを目指すパソコン活用セミナー」



27

経営者セミナー「町工場の星、諏訪貴子氏に学ぶ新経営改革
～中小企業の人材育成・事業承継～」



運転免許取得事業者への助成

28

※「女性ドライバー免許取得助成」もあります



「働きやすい職場認証制度」取得事業者への助成

29



「標準的な運賃」活用セミナー

30


